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疫学とその目的01



疫学とは? • 病気の分布を捉え、曝露と結果の因果関係を
人間のデータで直接検証する方法論のこと

• 臨床の場や現場で感じることを数値化していく

曝露（原因） 結果（病気）

排ガス

高脂肪食

ウィルス

健康教育

喘息

心筋梗塞

感染症

より健康になる
この関係を数値化する

(リスク比、オッズ比など)



水俣病における疫学の目的は？

①健康影響の空間的・時間的な広がりを知る

②健康影響の性質を知る

③原因確率等に基づいて診断基準を作る

④再発予防を図る

⑤住民の健康不安に対処する



水俣病特措法における
疫学調査の意味02



水俣病特措法37条：「健康調査」

政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた

者（水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。

以下「指定地域等居住者」という。）の健康に係る調査

研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこ

れによる症状の高度な治療に関する調査研究を積極的

かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。



水俣病行政の混迷は、疫学の欠落が原因

①健康影響の空間的・時間的な広がりを知る

②健康影響の性質を知る（病態）

③原因確率等に基づいて診断基準を作る

④再発予防を図る

⑤住民の健康不安に対処する



私たちを含む民間医師らが、疫学研究に基づいて、
①～③を解明し、1996年の政治解決、2009～12年の

特措法の基準を決め手となった。

①健康影響の空間的・時間的な広がりを知る

②健康影響の性質を知る（病態）

③原因確率等に基づいて診断基準を作る

④再発予防を図る

⑤住民の健康不安に対処する

一部、大学所属医師を含む



健康調査の目的

• これまで行政によって適切な疫学調査が行われてこなかったことが、
水俣病問題の解決に至らない要因となっている。

• 代わりに民間医師らが臨床的・疫学的調査研究を行ってきた。

① 熊大神経精神科の諸研究（立津正順、原田正純、藤野糺らを含む）

② 藤野糺らの掘起こし検診、桂島研究を含む諸研究

③ 浴野成生、二宮正ら（熊大）、津田敏秀、頼藤貴志ら（岡山大）の諸研究

④ 三浦洋、村田三郎（大阪）、斎藤恒、丸山公男ら（新潟）の諸研究

⑤ 高岡滋らの諸研究

• これらの調査研究は詳細で、長期にわたりその後の実態を反映した疫
学研究結果を提供している。



Takaoka et al. Toxics (2018)



自覚症状（いつもある症状）



神経所見



各曝露群における初発症状の発症年（割合）



原因確率の考え方
汚染地域20% 非汚染地域 1%

四肢の感覚障害あり 四肢の感覚障害なし汚染と関係ない感覚障害

感覚障害 － 汚染と関係ない感覚障害

感覚障害
＝

20

20－1
＝95%



Takaoka, et al.

Toxics, 2024. 12(10), 751



有病率調査による感覚障害の有症率



感覚障害の有症率から計算した原因確率

宮野河内 姫戸 長島

実際に調査データで計算した原因確率

触痛覚障害の両方

四肢末梢優位 97.6% 97.4% 96.2%

四肢と体幹 100.0% 100.0% 100.0%

四肢 98.1% 97.6% 97.2%

口周囲 100.0% 100.0% 100.0%

左記いずれか 98.1% 97.6% 97.2%

触痛覚障害のいずれか

四肢末梢優位 92.9% 92.5% 91.7%

四肢と体幹 96.2% 93.3% 90.8%

四肢 91.9% 91.3% 90.8%

口周囲 94.9% 92.3% 93.9%

左記いずれか 91.9% 91.3% 91.1%

宮野河内 姫戸 長島

全人口を対象とした調査データで計算した原因確率

触痛覚障害の両方

四肢末梢優位 94.1% 94.6% 91.4%

四肢と体幹 100.0% 100.0% 100.0%

四肢 95.6% 95.1% 93.7%

口周囲 100.0% 100.0% 100.0%

左記いずれか 95.6% 95.1% 93.7%

触痛覚障害のいずれか

四肢末梢優位 82.9% 84.9% 81.2%

四肢と体幹 90.8% 86.5% 79.2%

四肢 80.6% 82.4% 79.2%

口周囲 87.7% 84.4% 86.1%

左記いずれか 80.6% 82.4% 79.8%



疫学調査と個人診断の関係

集団観察（曝露群・非曝露群の比較）

実態把握・特定症候の抽出・因果関係

特定症候の原因確率、他症候の考慮

（→診断基準：共通診断書で80～90%の原因確率）

診断基準の策定と個人診断
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一般的な疫学調査の手法03



健康調査が具備すべき必要条件

①曝露を受けた不知火海一円の広範な人々をカバーし、

②調査範囲をより広くし、若年の人々を含み、

③想定される健康障害を幅広く把握し、

④住民にも受け入れられやすいもの



健康調査の手法

• 調査項目は以下の項目が主たるものになること。

①問診（調査員による訪問聴取）

「健康状態調査票」参照

②検診（医師による診察）

「健康調査所見用紙」参照



脳磁計(MEG)とは?04



国立水俣病総合

研究センター

中村政明氏の

スライド

（2020年12月）



MEGを用いた研究の経緯

• 2009年度から実施、2019年度まで11億円支出。

• 当初は、認定患者以外も調査されていたが、途中から中止。

• 2020～22年末に3回、中村政明氏が経過を報告し、それに対し、私
たちは意見を述べてきた。

• 2023年6月30日、中村好一氏を班長とする水俣病健康調査研究班
発足。自覚症状・神経所見を追加。

• 2024年12月、「疫学調査の在り方に関する検討会」開催。



汚染地域の疫学調査として適切な検査

被害者手帳 ・・・非該当で
健康影響あり

認定
患者

広範な地域

健康把握可能な検査

(問診・診察)

(他の健康状態)



水俣病・認定患者と諸検査等の関係モデル

被害者手帳 ・・・非該当で
健康影響あり

検査B
(MRI?)
(SSEP?)

検査A
(MEG?)

認定
患者



今回の疫学調査の問題点04



中村好一氏の説明（目的）
• 水俣病特措法第37条第１項において、政府は健康調査研究
を行うこととされている。同条第３項において、まずは手法開
発を進めることが求められている。

• 2022年の中村政明氏らによる「脳磁計とMRIの組み合わせ
により、水俣病認定患者のうち約８割でメチル水銀による影
響の可能性を示す反応を検出している」

• 以上を踏まえ、我々は脳磁計とMRI等を活用した、特措法第
37条第１項の健康調査研究を行う上での技術的な課題や手
法等について、公衆衛生学、生物統計学、脳神経内科学の
観点を踏まえて、調査デザインの検討等を行う。

特措法による疫学調査は何のためになされるかという観点がない。
水俣病行政認定という、医学的根拠のない判定基準が入り込んでいる。
認定患者ということ以外、特措法とMEG+MRI研究をつなぐものがない。



中村好一氏の説明による対象地域、対象数

（１）水俣病認定患者発生地域

（２）（１）の周辺地域

（３）有機水銀の汚染とは無関係と考えられる地域［対照地域］

 各地域から選出した各地区（１地区の対象数２００人）において、
・１９６６～１９７５年生まれ

・１９５６～１９６５年生まれ

・１９４６～１９５５年生まれ

・１９４５年以前生まれ

の各出生群につき男女各２５人を対象数とすることが考えられる。



2025年10月から
フィージビリティ

（実現可能性）調査





中村好一氏の説明による調査方法

• 熊本大学医学部附属病院

•問診

•脳神経内科専門医による神経学的診察

• 水俣市立総合医療センター（宿泊後）

• MEG

• MRI

果たして
OK?

負担大



2025年度のプレテスト（案）

• 本調査案と同一の方法・項目で実施する

• 倫理審査委員会の承認を得てから行う

• 対象者数は４０人（１日あたりの対象者数を２名～6名で設定し、
各人数２日ずつの計10日間実施）

• 対象者の募集は、住民基本台帳から無作為に抽出し依頼書を
郵送する

• 検査の流れは、1日目午後に熊本大学病院で問診・診察、その
後宿泊し、2日目に水俣市立医療センターでMEG・MRIを実施
する

• プレテストでの課題を踏まえ、本調査の内容を適宜見直す 



水俣病健康調査研究班のメンバー (2023年６月30日、敬称略）

国立精神神経研国水研 熊大

環境省・厚労省

自治医大

中村 政明
（神経内科）

中村 好一
（名誉教授、疫学）

小佐見光樹
（助教、疫学）

髙橋邦彦
（生物統計学）

水澤 英洋
（神経内科）

医歯大

平井 俊範
（放射線科）

立森 久照
（疫学）

国側証人国側証人 国側証人

MEG研究



疫学検討委員会の構成メンバー（敬称略）

公衆衛生学

鹿大

国水研 神経内科

熊大

環境省

法学者

内野 誠
（認定審査会会長）

納 光弘
（認定審査会会長）

坂本 峰至
（所長特任補佐）

新美 育文
（明治大学名誉教授）

平野 照之
（杏林大） 

福田 吉治
（帝京大）

二塚 信
（環境省委員歴任） 

横山 徹爾 

熊大 医科歯科

国側証人 国側証人
国側書証
作成

疫学を否定した
椿教授の後継者

感覚所見を疫学
調査の対象とす
べきでない

Environmental 
Research論文

(1999年)



神経内科専門医（内野・納・平野氏）の問題

 椿教授が1974年、水俣病への疫学の適応に対して否定的見解を
示して以来、水俣病にかかわってきた教授らを含む大学の医師ら
は、水俣病の診療・研究を避けるようになり、水俣病の疫学研究を
怠ってきた。

 内野氏、納氏、平野氏の三氏を含む、神経内科分野の教授や日本
神経学会理事らのなかで、この椿教授の姿勢を訂正した研究や公
式な発言はみられない。この三氏を含めて、この半世紀、水俣病の
広がり、病態、診断基準を導くための、多数例を対象とした疫学研
究を行ってこなかった。

 先に紹介した、私たち民間医師および一部大学所属の医師が、そ
れらの研究をおこなってきた。

 疫学を否定した権威者の後継者が、疫学検討委員会の8名のうち3
名を占めている。



「日本衛生学雑誌」掲載の「書評」



三氏「書評」の
医学的、倫理的問題、自己矛盾

①毒性学における曝露と健康障害についての不適切な考察。

②疫学の適応と実践と解釈についての問題。

③近年のメチル水銀中毒症研究の到達点がふまえられていない。

④「書評」と称しつつ，自著での記述内容を無視して自説を説く。

⑤高岡が主張していないことを主張しているかのように紹介して批判

する，あるいは疑念を呈する。

⑥三氏ら自身の見解と矛盾する主張がなされている。



高岡が主張していないことを主張しているかのように
紹介して批判する，あるいは疑念を呈する記述

1.脳内半減期についての記述

2.低濃度水銀毒性と水俣病診断との関係

3.「微量汚染で発症する」との記述

4.間引き神経脱落に関する記述

5.神経細胞の可逆的障害についての記述



脳内半減期について

 三氏の主張：「高岡氏らは脳内メチル水銀半減期を何の根拠もなく240日として
いる」としたが、私はそのような主張はしていない。私は，脳内半減期は血中半
減期の70日よりははるかに長いと考えているが，それがおよそ何日とは自著では
述べておらず，「脳への蓄積は数日間増加し，脳からの排出にも時間がかかりま
す。」（157ページ）と記した。

 実は、「脳内半減期240日」説は衞藤氏自身の見解。「脳からの半減はどのくら
いかというと，われわれの計算では，数学的な基準のとり方で多少の差はあるが，
基点を最も多くとった計算によると，総水銀値では243日，メチル水銀(水銀値)
で245日となった。基点を少し減らすと，それぞれ240日と179日，さらに減らす
と453日と236日となった。基準は広い方がよいので，われわれは最初の値をと
り，生物学的半減期に相当する値をおよそ240日とみている。」（青林舎の「水俣
病」 496ページ）

 私は、これを根拠として，自著に「熊本大学の武内教授は，脳内半減期を約240
日としていました。」（157～158ページ）と記していた。



「日本衛生学雑誌」の「論壇」



二塚・福田氏等、疫学者の問題点

 1991年9月2日、中公審・環境保健部会・第5回水俣病問題専門委
員会での二塚氏は「四肢の感覚障害に関連しては, 疫学的なデー
タの有無で評価しない」ように主張した。

 福田氏が主著者、二塚氏と坂本氏が共著者となった、1999年の
「Environmental Research」の論文では、住民の大多数が救済
に対象となった地域で、感覚障害の自覚症状をわずか数%と報告
しており、再調査等も行われていない。

 共著者の坂本氏は、二塚・福田氏とは異なり、多くのメチル水銀中
毒研究を真面目に行ってきた方であるが、国水研の所長特任補佐
という立場もあり、今回の問題ある疫学調査を是認している。



水俣病問題の本質「不作為」

• 不作為
• みない、しない、やらない

• できないことにする、わからないことにする

• したふり、しているふりをする

• 科学性を装い、重症者に限定する
• ハンター・ラッセル症候群

• 病理所見、MEGを含む画像・生理検査所見

• 「客観性」という隠れ蓑
• 自覚症状無視

• 感覚検査無視

• 感覚研究無視

医学研究者
医系技官による

実証を伴わない理論を創作し始める
（昭和52年判断条件、閾値説、遅発なし、
症候変動なし、など）

医学を装った
医学に対する背信行為



結 論04



今回、環境省が計画している疫学調査は
中止すべき

① 「疫学検討委員会」は、数十年来適切な疫学調査を怠って
きた委員らによって構成されている

② 小数例を対象にし、メチル水銀中毒症の程度と広がりを調
査しえない

③ 脳磁計とMRIでメチル水銀による健康障害を正しく把握す
ることは困難

④ 被調査者の人的負担が大きく、対象が選択され、費用負担
が、調査の成果にみあわないほど過大
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